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町田市手数料条例の一部を改正する条例 

町田市手数料条例（平成１２年１月町田市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

別表１８の項中「同法第８７条の２」を「建築基準法第８７条の４」に改め、同表

１９の項から３６の項まで（２４の項、２５の項、２９の項及び３５の項を除く。）

の規定中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改め、同表３７の項中「第４３条第

１項ただし書」を「第４３条第２項第２号」に改め、同項を同表３７の２の項とし、

同表３６の項の次に次のように加える。 

３７ 建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づく

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 

１件につき ３１，０

００円 

別表４１の項を次のように改める。 

４１ 建築基準法第４８条第１項から第１４項までのた

だし書の規定（同法第８７条第２項若しくは第３項又

は第８８条第２項において準用する場合を含む。）に

基づく用途地域における建築等の特例許可申請手数料 

１件につき １８０，

０００円 

別表４１の項の次に次のように加える。 

４１の２ 建築基準法第４８条第１６項第１号の規定に

基づく用途地域における増築、改築又は移転の特例許

可申請手数料 

１件につき ８７，０

００円 

４１の３ 建築基準法第４８条第１６項第２号の規定に

基づく用途地域における建築の特例許可申請手数料 

１件につき ９２，０

００円 

別表４３の２の項中「第５３条第４項」の次に「又は第５項」を加え、同表４４の

項中「第５３条第５項第３号」を「第５３条第６項第３号」に改め、同表５４の項中

「仮設建築物」を「仮設興行場等」に改め、同表中５４の４の項を５４の５の項とし、

５４の３の項を５４の４の項とし、５４の２の項を５４の３の項とし、５４の項の次

に次のように加える。 

- 1 -

-  -0123456789



５４の２ 建築基準法第８５条第６項の規定に基づく１

年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の

建築許可申請手数料 

１件につき １９５，

０００円 

別表６６の６の項中「第８６条の８第１項」の次に「又は第８７条の２第１項」を

加え、同表６６の７の項中「第８６条の８第３項」の次に「（同法第８７条の２第２

項において準用する場合を含む。）」を加え、同表中６６の８の項を６６の１０の項

とし、６６の７の項の次に次のように加える。 

６６の８ 建築基準法第８７条の３第５項の規定に基づ

く建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使

用する場合の許可申請手数料 

１件につき １０８，

０００円 

６６の９ 建築基準法第８７条の３第６項の規定に基づ

く建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等とし

て使用する場合の許可申請手数料 

１件につき １９５，

０００円 

別表８８の項中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改める。 

附 則 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行

する。 

（１）別表３７の項の改正規定、同項を同表３７の２の項とし、同表３６の項の次に

１項を加える改正規定、同表５４の項の改正規定及び同表中５４の４の項を５４

の５の項とし、５４の３の項を５４の４の項とし、５４の２の項を５４の３の項

とし、５４の項の次に１項を加える改正規定 公布の日 

（２）前号に掲げる規定以外の規定 公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律

（平成３０年法律第６７号）の施行の日のいずれか遅い日 
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

１８  建築基準法

（昭和２５年法律

第２０１号）第６

条第１項の規定に

基づく建築物の新

築、増築、改築若し

くは移転（同一敷

地内における移転

を除く。）に関する

確認申請手数料又

は同法第１８条第

２項の規定に基づ

く建築物の新築、

増築、改築若しく

は移転（同一敷地

内における移転を

除く。）に関する計

画通知手数料（１

９の項の手数料を

除く。） 

当該新築、増築、改築

又は移転に係る部分

の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額。た

だし、申請又は通知に

係る計画に建築基準

法第８７条の４に規

定する昇降機に係る

部分が含まれる場合

においては、当該昇降

機１件について２２

の項又は２３の項に

掲げる額の手数料を

加える。 

ア～ケ 略  

 

１９ 建築基準法第

６条第１項の規定

に基づく確認を受

けた建築物の計画

の変更をして当該

建築物を新築し、

増築し、改築し、若

しくは移転する場

合（同一敷地内に

おいて移転する場

合を除く。）に関す

る確認申請手数料

又は同法第１８条

第２項の規定に基

当該計画の変更に係

る部分の床面積に２

分の１を乗じて得た

面積（床面積の増加す

る部分にあっては、当

該増加する部分の床

面積）の合計に応じ、

１８の項に掲げる額。

ただし、申請又は通知

に係る計画に建築基

準法第８７条の４に

規定する昇降機に係

る部分が含まれる場

合においては、当該昇

名称 金額 

略 略 

１８  建築基準法

（昭和２５年法律

第２０１号）第６

条第１項の規定に

基づく建築物の新

築、増築、改築若し

くは移転（同一敷

地内における移転

を除く。）に関する

確認申請手数料又

は同法第１８条第

２項の規定に基づ

く建築物の新築、

増築、改築若しく

は移転（同一敷地

内における移転を

除く。）に関する計

画通知手数料（１

９の項の手数料を

除く。） 

当該新築、増築、改築

又は移転に係る部分

の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額。た

だし、申請又は通知に

係る計画に同法第８

７条の２に規定する

昇降機に係る部分が

含まれる場合におい

ては、当該昇降機１件

について２２の項又

は２３の項に掲げる

額の手数料を加える。 

ア～ケ 略 

 

１９ 建築基準法第

６条第１項の規定

に基づく確認を受

けた建築物の計画

の変更をして当該

建築物を新築し、

増築し、改築し、若

しくは移転する場

合（同一敷地内に

おいて移転する場

合を除く。）に関す

る確認申請手数料

又は同法第１８条

第２項の規定に基

当該計画の変更に係

る部分の床面積に２

分の１を乗じて得た

面積（床面積の増加す

る部分にあっては、当

該増加する部分の床

面積）の合計に応じ、

１８の項に掲げる額。

ただし、申請又は通知

に係る計画に建築基

準法第８７条の２に

規定する昇降機に係

る部分が含まれる場

合においては、当該昇
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

づく適合すること

を認められた建築

物の計画の変更を

して当該建築物を

新築し、増築し、改

築し、若しくは移

転する場合（同一

敷地内において移

転する場合を除

く。）に関する計画

通知手数料 

降機１件について２

２の項又は２３の項

に掲げる額の手数料

を加える。 

２０ 建築基準法第

６条第１項（同法

第８７条第１項に

おいて準用する場

合を含む。）の規定

に基づく建築物の

同一敷地内におけ

る移転、大規模の

修繕、大規模の模

様替若しくは用途

の変更に関する確

認申請手数料又は

同法第１８条第２

項（同法第８７条

第１項において準

用する場合を含

む。）の規定に基づ

く建築物の同一敷

地内における移

転、大規模の修繕、

大規模の模様替若

しくは用途の変更

に関する計画通知

手数料（２１の項

の手数料を除く。） 

当該移転、修繕、模様

替又は用途の変更に

係る部分の床面積に

２分の１を乗じて得

た面積の合計に応じ、

１８の項に掲げる額。

ただし、申請又は通知

に係る計画に建築基

準法第８７条の４に

規定する昇降機に係

る部分が含まれる場

合においては、当該昇

降機１件について２

２の項又は２３の項

に掲げる額の手数料

を加える。 

２１ 建築基準法第 当該計画の変更に係

づく適合すること

を認められた建築

物の計画の変更を

して当該建築物を

新築し、増築し、改

築し、若しくは移

転する場合（同一

敷地内において移

転する場合を除

く。）に関する計画

通知手数料 

降機１件について２

２の項又は２３の項

に掲げる額の手数料

を加える。 

２０ 建築基準法第

６条第１項（同法

第８７条第１項に

おいて準用する場

合を含む。）の規定

に基づく建築物の

同一敷地内におけ

る移転、大規模の

修繕、大規模の模

様替若しくは用途

の変更に関する確

認申請手数料又は

同法第１８条第２

項（同法第８７条

第１項において準

用する場合を含

む。）の規定に基づ

く建築物の同一敷

地内における移

転、大規模の修繕、

大規模の模様替若

しくは用途の変更

に関する計画通知

手数料（２１の項

の手数料を除く。） 

当該移転、修繕、模様

替又は用途の変更に

係る部分の床面積に

２分の１を乗じて得

た面積の合計に応じ、

１８の項に掲げる額。

ただし、申請又は通知

に係る計画に建築基

準法第８７条の２に

規定する昇降機に係

る部分が含まれる場

合においては、当該昇

降機１件について２

２の項又は２３の項

に掲げる額の手数料

を加える。 

２１ 建築基準法第 当該計画の変更に係
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

６条第１項（同法

第８７条第１項に

おいて準用する場

合を含む。）の規定

に基づく確認を受

けた建築物の計画

の変更をして建築

物を同一敷地内に

おいて移転し、そ

の大規模の修繕若

しくは大規模の模

様替をし、若しく

はその用途を変更

する場合に関する

確認申請手数料又

は同法第１８条第

２項（同法第８７

条第１項において

準用する場合を含

む。）の規定に基づ

く適合することを

認められた建築物

の計画の変更をし

て建築物を同一敷

地内において移転

し、その大規模の

修繕若しくは大規

模の模様替をし、

若しくはその用途

を変更する場合に

関する計画通知手

数料 

る部分の床面積に２

分の１を乗じて得た

面積の合計に応じ、１

８の項に掲げる額。た

だし、申請又は通知に

係る計画に建築基準

法第８７条の４に規

定する昇降機に係る

部分が含まれる場合

においては、当該昇降

機１件について２２

の項又は２３の項に

掲げる額の手数料を

加える。 

  ２２ 建築基準法第

８７条の４におい

て準用する同法第

６条第１項の規定

に基づく建築設備

の設置に関する確

ア 建築設備（小荷物

専 用 昇 降 機 を 除

く。） １件につき

 ９，６００円 

イ 小荷物専用昇降

機 １件につき 

６条第１項（同法

第８７条第１項に

おいて準用する場

合を含む。）の規定

に基づく確認を受

けた建築物の計画

の変更をして建築

物を同一敷地内に

おいて移転し、そ

の大規模の修繕若

しくは大規模の模

様替をし、若しく

はその用途を変更

する場合に関する

確認申請手数料又

は同法第１８条第

２項（同法第８７

条第１項において

準用する場合を含

む。）の規定に基づ

く適合することを

認められた建築物

の計画の変更をし

て建築物を同一敷

地内において移転

し、その大規模の

修繕若しくは大規

模の模様替をし、

若しくはその用途

を変更する場合に

関する計画通知手

数料 

る部分の床面積に２

分の１を乗じて得た

面積の合計に応じ、１

８の項に掲げる額。た

だし、申請又は通知に

係る計画に建築基準

法第８７条の２に規

定する昇降機に係る

部分が含まれる場合

においては、当該昇降

機１件について２２

の項又は２３の項に

掲げる額の手数料を

加える。 

  ２２ 建築基準法第

８７条の２におい

て準用する同法第

６条第１項の規定

に基づく建築設備

の設置に関する確

ア 建築設備（小荷物

専 用 昇 降 機 を 除

く。） １件につき

 ９，６００円 

イ 小荷物専用昇降

機 １件につき 
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

認申請手数料又は

同法第８７条の４

において準用する

同法第１８条第２

項の規定に基づく

建築設備の設置に

関する計画通知手

数料（２３の項の

手数料を除く。） 

４，３００円 

２３ 建築基準法第

８７条の４におい

て準用する同法第

６条第１項の規定

に基づく確認を受

けた建築設備の計

画の変更をして建

築設備を設置する

場合に関する確認

申請手数料又は同

法第８７条の４に

おいて準用する同

法第１８条第２項

の規定に基づく適

合することを認め

られた建築設備の

計画の変更をして

建築設備を設置す

る場合に関する計

画通知手数料 

ア 建築設備（小荷物

専 用 昇 降 機 を 除

く。） １件につき

 ５，４００円 

イ 小荷物専用昇降

機 １件につき 

３，３００円 

略  略 

２６ 建築基準法第

７条第１項の規定

に基づく建築物の

新築、増築、改築若

しくは移転（同一

敷地内における移

転を除く。）に関す

当該新築、増築、改築

又は移転に係る部分

の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額。た

だし、申請又は通知に

建築基準法第８７条

の４に規定する昇降

認申請手数料又は

同法第８７条の２

において準用する

同法第１８条第２

項の規定に基づく

建築設備の設置に

関する計画通知手

数料（２３の項の

手数料を除く。） 

４，３００円 

２３ 建築基準法第

８７条の２におい

て準用する同法第

６条第１項の規定

に基づく確認を受

けた建築設備の計

画の変更をして建

築設備を設置する

場合に関する確認

申請手数料又は同

法第８７条の２に

おいて準用する同

法第１８条第２項

の規定に基づく適

合することを認め

られた建築設備の

計画の変更をして

建築設備を設置す

る場合に関する計

画通知手数料 

ア 建築設備（小荷物

専 用 昇 降 機 を 除

く。） １件につき

 ５，４００円 

イ 小荷物専用昇降

機 １件につき 

３，３００円 

略  略 

２６ 建築基準法第

７条第１項の規定

に基づく建築物の

新築、増築、改築若

しくは移転（同一

敷地内における移

転を除く。）に関す

当該新築、増築、改築

又は移転に係る部分

の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額。た

だし、申請又は通知に

建築基準法第８７条

の２に規定する昇降
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

る完了検査申請手

数料又は同法第１

８条第１６項の規

定に基づく建築物

の新築、増築、改築

若しくは移転（同

一敷地内における

移転を除く。）に関

する工事完了通知

手数料（３０の項

の手数料を除く。） 

機に係る部分が含ま

れる場合においては、

当該昇降機１件につ

いて２８の項又は３

２の項に掲げる額の

手数料を加える。 

ア～ケ 略 

  ２７ 建築基準法第

７条第１項の規定

に基づく建築物の

同一敷地内におけ

る移転、大規模の

修繕若しくは大規

模の模様替に関す

る完了検査申請手

数料又は同法第１

８条第１６項の規

定に基づく建築物

の同一敷地内にお

ける移転、大規模

の修繕若しくは大

規模の模様替に関

する工事完了通知

手数料（３１の項

の手数料を除く。） 

当該移転、修繕又は模

様替に係る部分の床

面積に２分の１を乗

じて得た面積の合計

に応じ、２６の項に掲

げる額。ただし、申請

又は通知に建築基準

法第８７条の４に規

定する昇降機に係る

部分が含まれる場合

においては、当該昇降

機１件について２８

の項又は３２の項に

掲げる額の手数料を

加える。 

２８ 建築基準法第

８７条の４におい

て準用する同法第

７条第１項の規定

に基づく建築設備

の設置に関する完

了検査申請手数料

又は同法第８７条

ア 建築設備（小荷物

専 用 昇 降 機 を 除

く。） １件につき

 １３，０００円 

イ 小荷物専用昇降

機 １件につき 

  ８，６００円 

る完了検査申請手

数料又は同法第１

８条第１６項の規

定に基づく建築物

の新築、増築、改築

若しくは移転（同

一敷地内における

移転を除く。）に関

する工事完了通知

手数料（３０の項

の手数料を除く。） 

機に係る部分が含ま

れる場合においては、

当該昇降機１件につ

いて２８の項又は３

２の項に掲げる額の

手数料を加える。 

ア～ケ 略 

２７ 建築基準法第

７条第１項の規定

に基づく建築物の

同一敷地内におけ

る移転、大規模の

修繕若しくは大規

模の模様替に関す

る完了検査申請手

数料又は同法第１

８条第１６項の規

定に基づく建築物

の同一敷地内にお

ける移転、大規模

の修繕若しくは大

規模の模様替に関

する工事完了通知

手数料（３１の項

の手数料を除く。） 

当該移転、修繕又は模

様替に係る部分の床

面積に２分の１を乗

じて得た面積の合計

に応じ、２６の項に掲

げる額。ただし、申請

又は通知に建築基準

法第８７条の２に規

定する昇降機に係る

部分が含まれる場合

においては、当該昇降

機１件について２８

の項又は３２の項に

掲げる額の手数料を

加える。 

２８ 建築基準法第

８７条の２におい

て準用する同法第

７条第１項の規定

に基づく建築設備

の設置に関する完

了検査申請手数料

又は同法第８７条

ア 建築設備（小荷物

専 用 昇 降 機 を 除

く。） １件につき

 １３，０００円 

イ 小荷物専用昇降

機 １件につき 

  ８，６００円 
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

の４において準用

する同法第１８条

第１６項の規定に

基づく建築設備の

設置に関する工事

完了通知手数料

（３２の項の手数

料を除く。） 

  略 略 

３０ 中間検査（建

築基準法第７条の

３第４項又は第１

８条第２０項の規

定による検査をい

う。以下同じ。）を

受けた建築物に係

る同法第７条第１

項の規定に基づく

新築、増築、改築若

しくは移転（同一

敷地内における移

転を除く。）に関す

る完了検査申請手

数料又は中間検査

を受けた建築物に

係る同法第１８条

第１６項の規定に

基づく新築、増築、

改築若しくは移転

（同一敷地内にお

ける移転を除く。）

に関する工事完了

通知手数料 

当該新築、増築、改築

又は移転に係る部分

の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額。た

だし、申請又は通知に

建築基準法第８７条

の４に規定する昇降

機に係る部分が含ま

れる場合においては、

当該昇降機１件につ

いて２８の項又は３

２の項に掲げる額の

手数料を加える。 

ア～ケ 略 

 

３１ 中間検査を受

けた建築物に係る

建築基準法第７条

第１項の規定に基

当該移転、修繕又は模

様替に係る部分の床

面積に２分の１を乗

じて得た面積の合計

の２において準用

する同法第１８条

第１６項の規定に

基づく建築設備の

設置に関する工事

完了通知手数料

（３２の項の手数

料を除く。） 

略 略 

３０ 中間検査（建

築基準法第７条の

３第４項又は第１

８条第２０項の規

定による検査をい

う。以下同じ。）を

受けた建築物に係

る同法第７条第１

項の規定に基づく

新築、増築、改築若

しくは移転（同一

敷地内における移

転を除く。）に関す

る完了検査申請手

数料又は中間検査

を受けた建築物に

係る同法第１８条

第１６項の規定に

基づく新築、増築、

改築若しくは移転

（同一敷地内にお

ける移転を除く。）

に関する工事完了

通知手数料 

当該新築、増築、改築

又は移転に係る部分

の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額。た

だし、申請又は通知に

建築基準法第８７条

の２に規定する昇降

機に係る部分が含ま

れる場合においては、

当該昇降機１件につ

いて２８の項又は３

２の項に掲げる額の

手数料を加える。 

ア～ケ 略 

３１ 中間検査を受

けた建築物に係る

建築基準法第７条

第１項の規定に基

当該移転、修繕又は模

様替に係る部分の床

面積に２分の１を乗

じて得た面積の合計
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

づく同一敷地内に

おける移転、大規

模の修繕若しくは

大規模の模様替に

関する完了検査申

請手数料又は中間

検査を受けた建築

物に係る同法第１

８条第１６項の規

定に基づく同一敷

地内における移

転、大規模の修繕

若しくは大規模の

模様替に関する工

事完了通知手数料 

に応じ、３０の項に掲

げる額。ただし、申請

又は通知に建築基準

法第８７条の４に規

定する昇降機に係る

部分が含まれる場合

においては、当該昇降

機１件について２８

の項又は３２の項に

掲げる額の手数料を

加える。 

３２ 中間検査を受

けた建築設備に係

る建築基準法第８

７条の４において

準用する同法第７

条第１項の規定に

基づく設置に関す

る完了検査申請手

数料又は中間検査

を受けた建築設備

に係る同法第８７

条の４において準

用する同法第１８

条第１６項の規定

に基づく設置に関

する工事完了通知

手数料 

ア 建築設備（小荷物

専 用 昇 降 機 を 除

く。） １件につき

 １３，０００円 

イ 小荷物専用昇降

機 １件につき 

８，４００円 

３３ 建築基準法第

７条の３第１項の

規定に基づく建築

物に関する中間検

査申請手数料又は

当該申請又は通知に

係る中間検査を行う

部分の床面積の合計

に応じ、次に掲げる

額。ただし、申請又は

づく同一敷地内に

おける移転、大規

模の修繕若しくは

大規模の模様替に

関する完了検査申

請手数料又は中間

検査を受けた建築

物に係る同法第１

８条第１６項の規

定に基づく同一敷

地内における移

転、大規模の修繕

若しくは大規模の

模様替に関する工

事完了通知手数料 

に応じ、３０の項に掲

げる額。ただし、申請

又は通知に建築基準

法第８７条の２に規

定する昇降機に係る

部分が含まれる場合

においては、当該昇降

機１件について２８

の項又は３２の項に

掲げる額の手数料を

加える。 

３２ 中間検査を受

けた建築設備に係

る建築基準法第８

７条の２において

準用する同法第７

条第１項の規定に

基づく設置に関す

る完了検査申請手

数料又は中間検査

を受けた建築設備

に係る同法第８７

条の２において準

用する同法第１８

条第１６項の規定

に基づく設置に関

する工事完了通知

手数料 

ア 建築設備（小荷物

専 用 昇 降 機 を 除

く。） １件につき

 １３，０００円 

イ 小荷物専用昇降

機 １件につき 

８，４００円 

３３ 建築基準法第

７条の３第１項の

規定に基づく建築

物に関する中間検

査申請手数料又は

当該申請又は通知に

係る中間検査を行う

部分の床面積の合計

に応じ、次に掲げる

額。ただし、申請又は
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

同法第１８条第１

９項の規定に基づ

く建築物に関する

特定工程工事終了

通知手数料 

通知に建築基準法第

８７条の４に規定す

る昇降機に係る部分

が含まれる場合にお

いては、当該昇降機１

件について３４の項

に掲げる額の手数料

を加える。 

ア～ケ 略 

３４ 建築基準法第

８７条の４におい

て準用する同法第

７条の３第１項の

規定に基づく建築

設備の設置に関す

る中間検査申請手

数料又は同法第８

７条の４において

準用する同法第１

８条第１９項の規

定に基づく建築設

備の設置に関する

特定工程工事終了

通知手数料 

ア 昇降機（小荷物専

用昇降機を除く。）

 １件につき １

２，０００円 

イ 小荷物専用昇降

機 １件につき 

８，３００円 

ウ ア及びイに掲げ

る建築設備以外の

建築設備 １件に

つき １２，０００

円 

略 略 

３６ 建築基準法第

７条の６第１項第

１号若しくは第２

号又は第１８条第

２４項第１号若し

くは第２号（同法

第８７条の４又は

第８８条第１項若

しくは第２項にお

いて準用する場合

を含む。）の規定に

基づく検査済証の

１件につき １２６，

０００円 

同法第１８条第１

９項の規定に基づ

く建築物に関する

特定工程工事終了

通知手数料 

通知に建築基準法第

８７条の２に規定す

る昇降機に係る部分

が含まれる場合にお

いては、当該昇降機１

件について３４の項

に掲げる額の手数料

を加える。 

ア～ケ 略 

３４ 建築基準法第

８７条の２におい

て準用する同法第

７条の３第１項の

規定に基づく建築

設備の設置に関す

る中間検査申請手

数料又は同法第８

７条の２において

準用する同法第１

８条第１９項の規

定に基づく建築設

備の設置に関する

特定工程工事終了

通知手数料 

ア 昇降機（小荷物専

用昇降機を除く。）

 １件につき １

２，０００円 

イ 小荷物専用昇降

機 １件につき 

８，３００円 

ウ ア及びイに掲げ

る建築設備以外の

建築設備 １件に

つき １２，０００

円 

略 略 

３６ 建築基準法第

７条の６第１項第

１号若しくは第２

号又は第１８条第

２４項第１号若し

くは第２号（同法

第８７条の２又は

第８８条第１項若

しくは第２項にお

いて準用する場合

を含む。）の規定に

基づく検査済証の

１件につき １２６，

０００円 
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

交付を受ける前に

おける建築物等の

仮使用認定申請手

数料 

３７ 建築基準法第

４３条第２項第１

号の規定に基づく

建築物の敷地と道

路との関係の建築

認定申請手数料 

１件につき ３１，０

００円 

３７の２ 建築基準

法第４３条第２項

第２号の規定に基

づく建築物の敷地

と道路との関係の

建築許可申請手数

料 

１件につき ３６，０

００円 

略 略 

４１ 建築基準法第

４８条第１項から

第１４項までのた

だし書の規定（同

法第８７条第２項

若しくは第３項又

は第８８条第２項

において準用する

場合を含む。）に基

づく用途地域にお

ける建築等の特例

許可申請手数料 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき １８０，

０００円 

交付を受ける前に

おける建築物等の

仮使用認定申請手

数料 

 

 

 

 

 

 

３７ 建築基準法第

４３条第１項ただ

し書の規定に基づ

く建築物の敷地と

道路との関係の建

築許可申請手数料 

１件につき ３６，０

００円 

略 略 

４１ 建築基準法第

４８条第１項ただ

し書、第２項ただ

し書、第３項ただ

し書、第４項ただ

し書、第５項ただ

し書、第６項ただ

し書、第７項ただ

し書、第８項ただ

し書、第９項ただ

し書、第１０項た

だし書、第１１項

ただし書、第１２

項ただし書、第１

３項ただし書又は

第１４項ただし書

（同法第８７条第

２項若しくは第３

項又は第８８条第

１件につき １８０，

０００円 
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

４１の２ 建築基準

法第４８条第１６

項第１号の規定に

基づく用途地域に

おける増築、改築

又は移転の特例許

可申請手数料 

１件につき ８７，０

００円 

４１の３ 建築基準

法第４８条第１６

項第２号の規定に

基づく用途地域に

おける建築の特例

許可申請手数料 

１件につき ９２，０

００円 

略 略 

４３の２ 建築基準

法第５３条第４項

又は第５項の規定

に基づく建築物の

建蔽率の特例許可

申請手数料 

１件につき ３６，０

００円 

４４ 建築基準法第

５３条第６項第３

号の規定に基づく

建築物の建蔽率に

関する制限の適用

除外に係る許可申

請手数料 

１件につき ３６，０

００円 

略 略 

５４ 建築基準法第

８５条第５項の規

１件につき １０８，

０００円 

２項において準用

する場合を含む。）

の規定に基づく用

途地域における建

築等許可申請手数

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 

４３の２ 建築基準

法第５３条第４項

の規定に基づく建

築物の建蔽率の特

例許可申請手数料 

 

１件につき ３６，０

００円 

４４ 建築基準法第

５３条第５項第３

号の規定に基づく

建築物の建蔽率に

関する制限の適用

除外に係る許可申

請手数料 

１件につき ３６，０

００円 

略 略 

５４ 建築基準法第

８５条第５項の規

１件につき １０８，

０００円 
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

定に基づく仮設興

行場等の建築許可

申請手数料 

５４の２ 建築基準

法第８５条第６項

の規定に基づく１

年を超えて使用す

る特別の必要があ

る仮設興行場等の

建築許可申請手数

料 

１件につき １９５，

０００円 

５４の３ 略 略 

５４の４ 略 略 

５４の５ 略 略 

略 略 

６６の６ 建築基準

法第８６条の８第

１項又は第８７条

の２第１項の規定

に基づく既存の一

の建築物について

２以上の工事に分

けて工事を行う場

合の当該２以上の

工事の全体計画に

関する認定申請手

数料 

１件につき ２８，０

００円 

６６の７ 建築基準

法第８６条の８第

３項（同法第８７

条の２第２項にお

いて準用する場合

を含む。）の規定に

基づく既存の一の

建築物について２

以上の工事に分け

１件につき ２８，０

００円 

定に基づく仮設建

築物の建築許可申

請手数料 

  

 

 

 

 

 

 

 

５４の２ 略 略 

５４の３ 略 略 

５４の４ 略 略 

略 略 

６６の６ 建築基準

法第８６条の８第

１項の規定に基づ

く既存の一の建築

物について２以上

の工事に分けて工

事を行う場合の当

該２以上の工事の

全体計画に関する

認定申請手数料 

 

 

１件につき ２８，０

００円 

６６の７ 建築基準

法第８６条の８第

３項の規定に基づ

く既存の一の建築

物について２以上

の工事に分けて工

事を行う場合の認

定を受けた全体計

画の変更に関する

１件につき ２８，０

００円 
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

て工事を行う場合

の認定を受けた全

体計画の変更に関

する認定申請手数

料 

６６の８ 建築基準

法第８７条の３第

５項の規定に基づ

く建築物の用途を

変更して一時的に

興行場等として使

用する場合の許可

申請手数料 

１件につき １０８，

０００円 

６６の９ 建築基準

法第８７条の３第

６項の規定に基づ

く建築物の用途を

変更して一時的に

特別興行場等とし

て使用する場合の

許可申請手数料 

１件につき １９５，

０００円 

６６の１０ 略 略 

略 略 

８８ 長期優良住宅

の普及の促進に関

する法律（平成２

０年法律第８７

号）第５条第１項

から第３項までの

規定に基づく長期

優良住宅建築等計

画に関する認定申

請手数料（住宅を

新築しようとする

場合） 

１件につき 次のア

からウまでに掲げる

場合の区分及び当該

申請に係る住宅が属

する一の建築物の床

面積の合計に応じ、次

に掲げる額（当該住宅

が一戸建て住宅（人の

居住の用以外の用途

に供する部分を有し

ないものに限る。以下

同じ。）の場合におい

ては、アの（１）、イ

認定申請手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６の８ 略 略 

略 略 

８８ 長期優良住宅

の普及の促進に関

する法律（平成２

０年法律第８７

号）第５条第１項

から第３項までの

規定に基づく長期

優良住宅建築等計

画に関する認定申

請手数料（住宅を

新築しようとする

場合） 

１件につき 次のア

からウまでに掲げる

場合の区分及び当該

申請に係る住宅が属

する一の建築物の床

面積の合計に応じ、次

に掲げる額（当該住宅

が一戸建て住宅（人の

居住の用以外の用途

に供する部分を有し

ないものに限る。以下

同じ。）の場合におい

ては、アの（１）、イ
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＿部分は改正部分 

町田市手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

の（１）又はウの（１）

に掲げる額）（申請に

併せて長期優良住宅

の普及の促進に関す

る法律第６条第２項

の規定に基づく申出

があった場合におい

ては、一の建築物につ

いて１８の項に掲げ

る額（申請に係る計画

に建築基準法第８７

条の４に規定する昇

降機に係る部分が含

まれる場合において

は当該昇降機１件に

ついて２２の項又は

２３の項に掲げる額

の手数料を加えた額。

以下同じ。）に相当す

る額を加えた額）を、

当該建築物における

認定申請戸数で除し

た額（１００円未満の

端数があるときは、こ

れを切り捨てる。） 

ア～ウ 略 

略 略 
 

の（１）又はウの（１）

に掲げる額）（申請に

併せて長期優良住宅

の普及の促進に関す

る法律第６条第２項

の規定に基づく申出

があった場合におい

ては、一の建築物につ

いて１８の項に掲げ

る額（申請に係る計画

に建築基準法第８７

条の２に規定する昇

降機に係る部分が含

まれる場合において

は当該昇降機１件に

ついて２２の項又は

２３の項に掲げる額

の手数料を加えた額。

以下同じ。）に相当す

る額を加えた額）を、

当該建築物における

認定申請戸数で除し

た額（１００円未満の

端数があるときは、こ

れを切り捨てる。） 

ア～ウ 略 

略 略 
 

備考 略 備考 略 
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